
＜ 雇用調整助成金とは？＞
事業の縮小を余儀なくされ、一時的に従業員を休業させ、休業手当を支給することで、手当の一部が助成され
る制度です。

＜ どんな事業主？＞
☑ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
☑ 労使間で休業協定を締結する事業主
☑ 労使協定に基づき従業員を休業させる事業主 ※全員の休業は必要ありません

☑ 労働基準法に基づき休業手当を支払う事業主
☑ 前年同月と比較して売上高が5％以上減少している事業主

助成額 中小企業 大企業

休業を実施した場合の休業手当に対する
助成（率）

（または 教育訓練を実施した場合の賃金相当額）

※対象労働者１人１日当たり ８，３３０円が上限

教育訓練を実施した際の加算 1人当たり２,４00円／日 1人当たり1,800円／日

支給限度日数（4/1～6/30は別途加算） 1年間で100日（3年間で150日）
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※今後内容が変更される場合があります
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※解雇等無の場合

助成金申請イメージ

雇用調整助成金の一部をご紹介します！
ご相談の場合、助成金専門の社労士をご紹介しますので、

下記の組合事務局までご連絡ください。
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※解雇等無の場合

労働局
対応

支給決定！

１ヵ月ごとに
この作業を

くりかえします

※前年同月5％以上減

※休業手当の支給率
を決めます

※休業の実施
※休業手当の支給

※計画書の作成
※労働局への提出
※申請期限は厳守です

※出勤簿・賃金台帳の
チェック
※協定書との差異がない
か確認

※支給申請書の作成
※労働局への提出
※期日は厳守

代行可

相談可
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事業の縮小

休業協定の
締結

休業の実施

計画書作成
提出

申請書類の
整備

支給申請書
の作成提出

情報ネット事業協同組合 事務局
【所在地】 〒６０４－８１４２ 京都市中京区錦小路通高倉西入ル西魚屋町５９７

ミズコートビル３Ｆ
【代表】 ＴＥＬ 075-254-5333

ＭＡＩＬ j-net@sage.ocn.ne.jp
（受付時間 月～金 （土・日・祝 除く） 9：00～18：00)


